
                   

　１．「通常規模型通所介護費」

　③：送迎減算　（片道につき）

　２．「介護予防・日常生活支援総合事業」

　③：送迎減算　（片道につき）

３．実費分

３．その他料金

利用料金表
別紙　１

　①：基本料金　（１日につき）
要介護区分 2時間以上3時間未満 3時間以上4時間未満 4時間以上5時間未満 5時間以上6時間未満 6時間以上7時間未満

　要介護　　1 272単位 370単位 388単位 570単位 584単位

　要介護　　2 311単位 423単位 444単位 673単位 689単位

　要介護　　3 351単位 479単位 502単位 777単位 796単位

　要介護　　4 392単位 533単位 560単位 880単位 901単位

　要介護　　5 432単位 588単位 617単位 984単位 1008単位

　②：加算金額　
加算内容 加算単位

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 76単位 / 日

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ　※ 56単位 / 日

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位 / 月

入浴介助加算（Ⅰ）の場合 40単位 / 日

科学的介護推進体制加算 40単位 / 月

サービス提供体制加算Ⅲ 6単位 / 日

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数に8％を乗じた金額

※個別機能訓練加算については、機能訓練指導員が1名の勤務となった場合、加算(Ⅰ)イを適用します。

通所介護送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 -47単位 / 回

　①：基本料金　（１月につき）
要介護区分 基本単位数 要介護区分 基本単位数

 　　事業対象者・要支援１ 1798単位 / 月 要支援２ 3621単位 / 月

　②：加算金額　（１月につき）
加算内容 加算単位

科学的介護推進体制加算 40単位 / 月

サービス提供
体制加算Ⅲ

事業対象者・要支援１ 24単位 / 月

要支援２ 48単位 / 月

地域外交通費（対象者のみ） １ｋｍあたり 10円　

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 所定単位数に8％を乗じた金額

通所型独自送迎減算 事業所が送迎を行わない場合 -47単位 / 回(上限あり）

＊ １． 通常規模型通所介護、 ２. 介護予防・日常生活支援総合事業については、基本的に介護保険が適用

自費利用料金 5000円 / 日 ※区分変更等で「自立」等の認定が出るまでに利用された場合に限る。食費込み。

令和7年4月1日現在

され各単位数に地域単価「10.0円」を掛けて求めます。求めた金額の一部（１～３割）を自己負担に応じて

　　   ご負担していただき、残りを介護保険が負担します。

食費（昼食+おやつ） - 実費


